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土木部技術審査会設置要綱の一部改正について（通知） 

 

　このことについて、土木部技術審査会設置要綱（平成20年３月25日付け19高建管第1132号土木

部長通知）の一部を別添のとおり改正しましたので、通知します。 

改正内容は下記のとおりです。 

 

記 

 

１　改正内容 

　　県の組織改編に伴い、組織名称を変更しました。 

 

２　施行日 

この改正は、令和８年４月１日から施行します。 
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土木部技術審査会設置要綱 

(設置) 

第１条　土木部における建設工事請負契約及び設計等業務委託契約に係る一般競争入札のうち、

本庁契約と定められた案件の入札公告における技術的要件の設定等について、その公正を期す

るため、土木部技術審査会（以下「審査会」という。）を置き審議する。 
 
(任務) 

第２条　審査会は、次に掲げる事項について審議する。 
(１)　前条に規定する一般競争入札の入札参加資格要件の設定 
(２)　前条に規定する一般競争入札の入札参加申請者についての技術上の疑義解明 
(３)　前条に規定する一般競争入札における総合評価方式の採用、評価の方法及び決定に関する

こと 
(４)　前条に規定する一般競争入札における入札時又は契約後ＶＥ方式の採用及び評価に関する

こと 
 
(委員) 

第３条　審査会の委員は、次のとおりとする。 
(１)委員長　土木技術監 
(２)委　員　副部長（技術職）、建設検査長、土木政策課長、技術管理課長、河川課長、防災砂防

課長、道路課長、事業所管課長 
２　第２条第３号又は第４号の審議においては、前項第２号の委員のうち河川課長、防災砂防課 
長及び道路課長は除き、関係出先機関長その他委員長が指名する者を加えることができる。 

３　委員長が欠けたとき又は委員長に事故があったときは、委員長があらかじめ指名した者がそ

の職務を代理する。委員長が長期間不在の場合において、緊急に審査会を開催する必要が生じ

たときも同様とする。 
 
(会議) 

第４条　審査会は委員長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。 
２　審議進行は、委員長が行う。 
３　審査会は、必要に応じて関係職員等の出席を求め、意見聴取することができる。 
４　審査会を開催するいとまがないときは、持ち回り決裁により審査会に代えることができる。 
５　前項の持ち回り決裁は、委員長及び委員の過半数の署名によって行う。 
 
(事務局) 

第５条　審査会の事務局は技術管理課（契約担当）に置き、その事務を処理する。 
 
（本庁で入札を行うその他の案件の審査会） 
第６条　第１条以外の一般競争入札で技術管理課（契約担当）が入札を行う総合評価方式又は入

札時若しくは契約後ＶＥ方式以外の案件の技術審査会については、次の委員により第２条第１
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号及び第２号の審議を行う。ただし、他部局からの依頼により建築課が設計を担当する場合の

事業所管課は建築課とし、必要に応じて関係課室に出席を求める。 
　　技術管理課長、技術管理課長補佐（技術職）、技術管理課契約担当チーフ、事業所管課長、事

業所管課長補佐（技術職）、事業所管課担当チーフ 
２　第１条以外の一般競争入札で技術管理課（契約担当）が入札を行う総合評価方式又は入札時

若しくは契約後ＶＥ方式の案件は、審査会が第２条の審議を行う。 
３　第１項の技術審査会の議事進行は土木政策課長が行い、土木政策課長が不在のときは、土木

政策課長補佐（技術職）が行う。 
４　第１項の技術審査会は、土木政策課長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。 
５　第４条第３項から第５項及び前条の規定は、第１項の技術審査会に準用する。 
 
(定型的案件の審議) 

第７条　審査会において、あらかじめ定型的な案件に係る入札参加資格要件等を設定した場合は、

個別の案件ごとに審議することを要しないものとする。 

 
(その他) 

第８条　この要綱に定めるもののほか、審査会に関して必要な事項は別に定める。 
 
　　附　則 
　この要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。 

 
　　附　則 
この要綱は、平成 20 年４月 18日から施行する。 

 
　　附　則 
この要綱は、平成 22 年４月６日から施行する。 

 
附　則 

この要綱は、平成 25 年４月１日から施行する。 

 
附　則 

この要綱は、平成 27 年４月２日から施行する。 
 

附　則 

この要綱は、平成 29 年４月 12日から施行する。 
 
附　則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別記 
 

○○土木事務所技術審査会設置要領（準則） 
 
(設置) 

第１条　○○土木事務所における建設工事請負契約及び設計等業務委託契約に係る一般競争入札

の入札公告に際しての技術的要件の設定等について、その公正を期するため、○○土木事務所

技術審査会（以下「審査会」という。）を置き審議する。 
 
(任務) 

第２条　審査会は、次に掲げる事項について審議する。 
(１)　前条に規定する一般競争入札の入札参加資格要件の設定 

(２)　前条に規定する一般競争入札の入札参加申請者についての技術上の疑義解明 

(３)　前条に規定する一般競争入札における総合評価方式の採用、評価方法及び決定に関するこ

と 

(４)　前条に規定する一般競争入札における入札時又は契約後ＶＥ方式の採用及び評価に関する

こと 
 
(委員) 

第３条　審査会の委員は、次のとおりとする。 
(１)委 員 長　土木事務所長 

(２)副委員長　所内事務所長 

(３)委　　員　事務次長、技術次長（土木事務所及び工事執行事務所）、技査（土木事務所及び工

事執行事務所）、担当工務課長（土木事務所及び工事執行事務所） 
３　委員長が欠けたとき又は委員長に事故があったときは、委員長があらかじめ指名した者をも

って委員長に充てる。 
　注　委員構成は必要に応じて変更する。 
 
(会議) 

第４条　審査会は委員長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。 
２　審議進行は、委員長が行う。 
３　審査会は、必要に応じて関係職員等の出席を求め、意見聴取することができる。 
４　審査会を開催するいとまがないときは、持ち回り決裁により審査会に代えることができる。 
５　前項の持ち回り決裁は、委員長及び委員の過半数の署名によって行う。 
 
(事務局) 

第５条　審査会の事務局は○○土木事務所（○○課）に置き、その事務を処理する。 
 
(定型的案件の審議) 

第６条　審査会において、あらかじめ定型的な案件に係る入札参加資格要件等を設定した場合は、
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個別の案件ごとに審議することを要しないものとする。 

 
 
 (その他) 

第７条　この要領に定めるもののほか、審査会に関して必要な事項は別に定める。 
 
　　附　則 
　この要領は、平成 20 年４月１日から施行する。 

 
附　則 

この要領は、平成 25 年４月１日から施行する。



 

土木部技術審査会設置要綱新旧対照表 
 

 新 旧

  

第１条～第４条　（略） 

 

(事務局) 

第５条　審査会の事務局は技術管理課（契約担当）に置き、その事務を処理する。 

 

（本庁で入札を行うその他の案件の審査会） 

第６条　第１条以外の一般競争入札で技術管理課（契約担当）が入札を行う総合評価方式

又は入札時若しくは契約後ＶＥ方式以外の案件の技術審査会については、次の委員によ

り第２条第１号及び第２号の審議を行う。ただし、他部局からの依頼により建築課が設

計を担当する場合の事業所管課は建築課とし、必要に応じて関係課室に出席を求める。 

　　技術管理課長、技術管理課長補佐（技術職）、技術管理課契約担当チーフ、事業所管

課長、事業所管課長補佐（技術職）、事業所管課担当チーフ 

２　第１条以外の一般競争入札で技術管理課（契約担当）が入札を行う総合評価方式又は

入札時若しくは契約後ＶＥ方式の案件は、審査会が第２条の審議を行う。 

３～５　（略） 

 

第７条～第８条　（略） 

 

　　　附　則 

　　　（略） 

 

この要領は、平成29年４月12日から施行する。 
 
この要領は、令和８年４月１日から施行する。

 

第１条～第４条　（略） 

 

(事務局) 

第５条　審査会の事務局は土木政策課（契約担当）に置き、その事務を処理する。 

 

（本庁で入札を行うその他の案件の審査会） 

第６条　第１条以外の一般競争入札で技術管理課（契約担当）が入札を行う総合評価方式

又は入札時若しくは契約後ＶＥ方式以外の案件の技術審査会については、次の委員によ

り第２条第１号及び第２号の審議を行う。ただし、他部局からの依頼により建築課が設

計を担当する場合の事業所管課は建築課とし、必要に応じて関係課室に出席を求める。 

　　土木政策課長、土木政策課長補佐（技術職）、土木政策課契約担当チーフ、事業所管

課長、事業所管課長補佐（技術職）、事業所管課担当チーフ 

２　第１条以外の一般競争入札で土木政策課（契約担当）が入札を行う総合評価方式又は

入札時若しくは契約後ＶＥ方式の案件は、審査会が第２条の審議を行う。 

３～５　（略） 

 

第７条～第８条　（略） 

 

　　　附　則 

　　　（略） 

 

この要領は、平成29年４月12日から施行する。


